
 

 

日高市木造住宅耐震改修補助制度 

 

 

 

 

 

平成７年の阪神・淡路大震災で亡くなられた方の直接的な原

因の９割は、住宅・建築物の倒壊によるものでした。また、東

日本大震災のような大地震がいつどこで起こってもおかしくな

い状況です。 

 市では、快適に暮らせる安心・安全のまちをめざして、地震

による建築物の倒壊被害を防ぐため、木造住宅の耐震改修を行

う方に、改修費用の一部を補助します。  

 

都市計画課では、木造２階建以下で、かつ、５００㎡以下の木造住

宅の無料簡易耐震診断や木造住宅耐震診断補助制度も行っています。 

 注：都市計画課で行う無料簡易診断の結果だけでは、改修工事の補

助金は交付できませんので専門家による耐震診断を受けてくださ

い。 

 

 

 

 



 

                                                  

       申請者             市 

・耐震診断の安全性の総合評価が１．０未満 

と判定されたものを１．０以上になるよう 

に改修設計をおこないます。耐震診断補助 

制度をご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補助金の交付決定後に耐震改修 

工事を実施してください。  

 

 

 

 

・補助金交付申請に変更が生じた 

場合は変更承認を受けてください。 

                         

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 補助金が当該事業年度の予算枠を超えた場合は、その時点で終了となり 

ます。また、完了報告(様式６号)が申請した年度の２月末までに提出できる 

ような改修工事を計画してください。 

１ 手続きの流れ  

・補助金変更承認 

  (様式第３号) 

・設計事務所に所属する建

築士による耐震診断の実

施・耐震改修計画の決定 

 

・補助金の交付申請    

(様式第 1 号) 

・補助金交付の決定通知 

(様式第２号) 

・耐震改修の実施 

・建設業者へ改修費用の

支払い 

(建築士事務所)の決定 

・建築士事務所リストの紹介 

・補助金の完了報告 

(様式第６号)  

・補助金交付額の確定通知 

(様式第７号) 

・補助金の請求 

(様式第８号)  

・補助金の受理 

・補助金の交付(振込み) 

・工事を行う建設業者の 

決定 

・建築士事務所リストの紹介 

・補助金変更承認通知 

(様式第４号) 



    

 

  市内の木造建築物で次に掲げるすべての要件に該当するもの 

(1) 昭和 56年 5月 31日以前に着工された一戸建て住宅又は兼用住宅で店舗等 

の用に供する部分の床面積が延床面積の２分の１未満のもの 

(2) 木造在来軸組工法(伝統的構法を含む)又は木造枠組壁工法(ツーバイフォー) 

で建築されたもの 

(3) 階数が地上２階以下のもの 

(4) 耐震診断による安全性の総合評価が１．０未満と判定されたもの 

 

 

 

  補助対象建築物を所有し、申請時に納期が到来している市税の滞納がない方 

 

 

 

  建設業法に基づく建設業者 

 

 

 

  平成 18年国土交通省告示第 184号に基づく方法により、建築物の地震に対する 

安全性の総合評価が１．０未満の建築物について、建築士法に規定する建築士事務 

所に所属している建築士が安全性の総合評価について１．０以上になるように行っ 

た改修設計に基づき、建設業法に規定する建設業者が工事を実施するもの 

  

 

 

   耐震改修に要した費用（１平方メートルにつき３万２千６百円を限度とする）の 

２分の１で、かつ、上限５０万円となります。また、上限５０万円となった場合に限り、

市内業者により耐震改修を行う場合はその上限額に１０万円を加算して６０万円とな

ります。 

 

  〔耐震改修費用〕×１/２＝〔補助金額（1,000円未満切捨て）〕 

 

・延床面積１００㎡、耐震改修に要した費用が１００万円の場合 

１００万円×１/２＝５０万円       ５０万円（上限） 

１００万円×１/２＝５０万円＋１０万円（市内業者）    ６０万円（上限） 

 

・延床面積１００㎡、耐震改修に要した費用が８２万円の場合 

８２万円×１/２＝４１万円        ４１万円 

２ 補助対象建築物  

３ 補助対象者  

４ 改修を行う者  

５ 対象となる耐震改修  

６ 補助金額  



 

 

 

【補助金の交付申請に必要な書類】  

(1) 日高市木造住宅耐震改修補助金交付申請書（様式第１号）  

(2) 付近見取図、配置図及び各階平面図  

(3) 耐震診断の結果報告書の写し   

(4) 耐震改修後の耐震診断の総合評価、補強方法を示す設計図書等耐震  

改修計画の内容がわかるもの  

(5) 工事見積書の写し  

(6) 工事を実施する建設業者の建設業許可証の写し  

(7) 本人以外の方が交付申請をする場合は、本人の委任状  

 

 

 

【補助金の変更承認申請に必要な書類】  

(1) 日高市木造住宅耐震改修補助金変更承認申請書（様式第３号）  

(2) 本人以外の方が交付申請をする場合は、本人の委任状  

(3)上記「補助金の交付申請に必要な書類」(2)から (6)のうち変更する書類  

  

 

 

【耐震改修の完了報告に必要な書類】  

(1) 日高市木造住宅耐震改修補助金実績報告書（様式第６号）  

(2) 耐震改修に要した費用の内訳書及び契約書の写し  

(3) 耐震改修に要した費用の領収書の写し  

(4) 工事の内容がわかる工事状況写真等  

(5) 本人以外の方が交付申請をする場合は、本人の委任状  

 

 

 

【補助金の請求に必要な書類】  

(1) 日高市木造住宅耐震改修補助金請求書（様式第８号）  

(2) 本人以外の方が請求書を提出する場合は、本人の委任状  

 

 

 

 

 

 

７ 補助金の交付申請  

９ 耐震改修の完了報告  

10 補助金の請求  

８ 補助金の変更承認申請  

問合せ・申込先 

日高市都市計画課建築指導担当 

〒 350-1292 

住所 日高市大字南平沢 1020 番地 

電話  042-989-2111  内線 3354 

 

 



 


